
資料－１

令和７年２月２０日

奄美大島海区漁業調整委員会資料

奄美大島海区漁業調整委員会事務規程の
一部改正について（協議）



奄美大島海区漁業調整委員会事務規程の一部改正について

１ 経緯

・ 標記規程において，委員の互選により当海区から選出される鹿児島県

連合海区漁業調整委員会委員の任期を１年と定められている一方，鹿児

島海区漁業調整委員会及び熊毛海区漁業調整委員会の事務規程の中では

４年と定められており，県内の３海区間で任期の違いが生じている。

・ 令和３年４月28日開催の第257回委員会において，事務局から次のと

おり説明。出席委員からの異論はなかった。

＊ 海区調整委員会委員の改選があったことから，新たに連合海区委員

の選出が必要。

＊ 業務効率化の観点から，奄美大島海区事務規程で定める任期１年を，

県内他２海区の事務規程で定める４年の任期に合わせるよう，県連合

海区事務局から指導された。

＊ 他２海区と足並みをそろえるためにも任期を４年としたい。

＊ 委員から異論がなければ，次回の委員会で，奄美大島海区漁業調整

委員会事務規程の一部改正を諮りたい。

・ 第257回委員会以降の委員会において，事務規程の一部改正が諮られ

ておらず，当海区選出の連合海区委員の任期が１年のままとなっていた。

２ 今回の委員会（R7.2.20）で協議する事項

（1）標記規程で定める，当海区を代表する県連合海区漁業調整委員会の任

期の変更について

→ 現規程の「任期１年（再任可）」を「任期４年」とする改正に向け

て，今後，県関係当局と調整の上，次回（令和７年度第１回目）の海

区委員会で協議いただく形で進めることとしてよいか。

（2）令和４～６年度における当海区を代表する県連合海区漁業調整委員会

委員の取扱いについて

→ 現規程で「任期１年（再任可）」となっているため，本来であれば，

毎年度，県連合海区委員会開催前に同委員会委員を選任するための協

議を行わなければならないところを行っていなかった。

→ 当海区を代表する委員として，令和３年４月の委員会で選出した３

名（茂野会長，奥田委員，篤委員）については，令和４～６年度の県

連合海区委員会用務に引き続き従事いただいたところ，令和４年度以

降も毎年度，再任したものとして取扱うこととしてよいか。

３ 今後の予定

（1）事務規程の改正に係る委員会での了承及び令和４～６年度の取扱いの

決定【今回】

（2）事務規程の改正に係る県関係当局との調整，承認

（3）事務規程の改正に係る委員会での協議【令和７年度第１回委員会（R7.5月頃）】

（4）事務規程改正に係る県公報への登載

（5）改正後の事務規程に基づき，令和７年度からの県連合海区委員会委員

の選出【令和７年度第２回委員会（R7.6月頃）】
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第２５７回奄美大島海区漁業調整委員会

議 事 録

１ 日程等

(1) 日 時 令和３年４月２８日（水）１５：００～１５：４５

(2) 場 所 大島支庁本館４階大会議室

(3) 出席者 別紙のとおり

２ 議事内容及び結果

(1) 第20期奄美大島海区漁業調整委員会の会長及び職務代理者の選出について

（協議）

→ 原案のとおり承認する旨決定。

(2) 鹿児島県連合海区漁業調整委員会の委員の選出について（協議）

→ 原案のとおり承認する旨決定。

(3) シラヒゲウニの採捕に係る委員会指示について (協議）

→ 原案のとおりの指示が適当である旨決定。

３ その他

なし。
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令和３年４月２８日午後３時００分開会

議事２【鹿児島県連合海区漁業調整委員会の委員の選出について(協議)】

茂野会長 次に議事２【鹿児島県連合海区漁業調整委員会の委員の選出につい

て】を議題といたします。この件は協議事項となっております。事務局

から説明をお願いします。

西堂園書記 議事２について説明いたします。資料１の３ページをご覧ください。

県の連合海区漁業調整委員会の委員につきましては，連合海区の事務

規程の第３条第１項に「連合委員会は，委員９名をもって組織する」，

また，第２項におきまして「委員は，各海区漁業調整委員会の委員の中

から，その定めるところにより選出された各同数の委員をもって充て

る」と規定されております。本県は，鹿児島，熊毛，奄美大島の３海区

が設置されておりますので，規定に基づくと各海区から３名ずつ選出す

るということでざいます。

次に２ページにお戻りください。これは当海区の事務規程ですが，第

１４条の第１項に「漁業法第１４７条の規定によって連合海区漁業調整

委員会が設置された場合，本委員会を代表する委員は，委員が互選する

ものとする」，また，第２項におきまして「前項の委員の任期は１年と

する。ただし，再任を妨げない」と規定されております。

このような規定に基づきまして，当海区におきましては，これまで，

毎年３名の委員を選出してきたところですが，海区調整委員の改選があ

りましたことから，新たに委員を選出する必要が生じたものでございま

す。

つきましては，今回，委員の皆様にこの連合海区の委員３名の選出に

ついて御協議いただきたいと存じます。また，この各海区の委員３名の

選出については，鹿児島海区・熊毛海区は，連合海区業務の効率化を図

るために，４年間固定の連合海区委員を選出していたことから，県連合

海区事務局から奄美大島海区についても委員の選出については，４年間

を通じた委員選出をお願いしたいとの連絡がありました。鹿児島海区・

熊毛海区との足並みを揃えるためにも，任期を４年間とする連合海区委

員の選出が必要と思われますが，この点についても，ご審議の程，よろ

しくお願いします。

なお，連合海区委員任期を４年間に改めることとなれば，奄美大島海

区漁業調整委員会事務規程の任期変更にかかる改正を次回の漁業調整委

員会に諮りたいと考えております。

以上で議事２に関する説明を終わります。
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このように説明をしている

が，第 258 回以降で事務規定

の改正に係る審議・決定を行

っていない。 



茂野会長 ただいまの説明について，質疑はありませんか。まず，任期について

ですが，御異議がなければ，今回選出する連合海区委員３名について

は，４年間務めていただくこととしてよろしいでしょうか。

各委員 （異議なし。）

茂野会長 次に，委員の選出方法ですが，事務局から選出方法について参考とな

る考え方などがありますか。

西堂園書記 従来は，会長と「漁業者代表から１名」，「学識経験者・公益代表か

ら１名」を選出していました。選出方法については従来と同様に，会長

と，「漁業者・漁業従事者委員から１名」，「学識経験・中立委員から

１名」といった形で問題ないと考えています。

茂野会長 事務局から説明がありましたが，会長と，「漁業者・漁業従事者委員

から１名」，「学識経験・中立委員から１名」を選出するということで

いかがでしょうか。

各委員 （異議なし。）

茂野会長 それでは，連合海区の委員は，「会長」，「漁業者・漁業従事者委員か

ら１名」，「学識経験・中立委員から１名」の３名とすることに決定し

ます。

茂野会長 会長以外の２名の委員について選出しなければなりませんが，事務局

から選出方法について参考となる考え方などがあれば説明をお願いしま

す。

西堂園書記 委員の皆様に選出してもらう必要がありますが，特段御意見がなけれ

ば，連合海区の業務を効率よく進めると言う観点から，調整委員経験者

や連合海区の業務に詳しい委員が望ましいと思われます。

茂野会長 他の方法等があれば，お聞かせください。何かありませんか。

（意見なし）

茂野会長 意見が無いようですが，事務局の案はありますか。
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西堂園書記 ひとつの案ですが，漁業者・漁業従事者委員からは調整委員経験者と

して奥田委員，学識経験・中立委員としては元県職員で連合海区事務局

経験者である篤委員というような考え方があろうかと思われますが，委

員の皆様でご検討くださるようお願いします。

茂野会長 皆様，ただいま事務局から説明がありましたがいかがでしょうか。

各委員 （異議なし）

茂野会長 それでは，御異議無ければ，会長と，奥田委員，篤委員の３名という

ことでよろしいですか。

各委員 （異議なし。）

茂野会長 御異議が無いようですので，そのように決定いたします。
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